
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

七

四

号

国
連
人
権
理
事
会
に
お
け
る
Ｕ
Ｐ
Ｒ
第
三
回
審
査
・
勧
告
に
対
す
る
我
が
国
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

青

山

雅

幸
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国
連
人
権
理
事
会
に
お
け
る
Ｕ
Ｐ
Ｒ
第
三
回
審
査
・
勧
告
に
対
す
る
我
が
国
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
三
月
九
日
に
提
出
し
た
国
連
人
権
理
事
会
に
お
け
る
Ｕ
Ｐ
Ｒ
第
三
回
審
査
・
勧
告
に
対
す
る
我
が
国
の
対
応
に

関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
が
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
に
送
付
さ
れ
た
。
答
弁
は
、
外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

記
載
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
記
載
内
容
は
英
文
で
そ
れ
ぞ
れ
数
行
の
も
の
で
あ
っ
た
。
英
文

を
理
解
で
き
な
い
国
民
の
た
め
に
、
以
下
、
再
質
問
す
る
の
で
、
日
本
文
で
の
答
弁
を
求
め
る
。

一

オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
か
ら
、
福
島
の
高
放
射
線
地
域
か
ら
の
自
主
避
難
者
に
対
し
て
、
住
宅
、
金
銭
そ
の
他
の
生
活
援

助
や
被
災
者
、
特
に
事
故
当
時
子
供
だ
っ
た
人
へ
の
定
期
的
な
健
康
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
支
援
提
供
を
継
続
す
る
こ
と
と

勧
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
か
ら
、
男
性
及
び
女
性
の
両
方
に
対
し
て
再
定
住
に
関
す
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
へ
の
完
全
か
つ
平

等
な
参
加
を
確
保
す
る
た
め
に
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
全
て
の
被
災
者
に
国
内
避
難
民
に
関
す
る
指
導
原
則
を
適
用
す
る

こ
と
と
勧
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
か
ら
、
特
に
許
容
放
射
線
量
を
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
に
戻
し
、
避
難
者
及
び
住
民
へ
の
支

援
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
島
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
々
、
特
に
妊
婦
及
び
児
童
の
最
高
水
準
の
心
身
の
健
康
に
対

一



す
る
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と
と
勧
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
か
ら
、
福
島
原
発
事
故
の
被
災
者
及
び
何
世
代
も
の
核
兵
器
被
害
者
に
対
し
て
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
こ
と
と
勧
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勧
告
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


